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【大規模貯蔵施設について】
◎建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年十月二十七日法律第百二十三号）

（抜粋）

（特定建築物の所有者の努力）

第六条 次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法 又はこれに基

づく命令若しくは条例の規定（第八条において「耐震関係規定」という ）に適合しな。

い建築物で同法第三条第二項 の規定の適用を受けているもの（以下「特定建築物」と

いう ）の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定。

建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホ

ームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規

模以上のもの

二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のもの

の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

三 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の

者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であっ

て、その敷地が前条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載され

た道路に接するもの

◎建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成七年十二月二十二日政令第四百二十

九号 （抜粋））

（危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件）

第三条 法第六条第二号 の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。

一 消防法 （昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七項 に規定する危険物（石

油類を除く ）。

二 危険物の規制に関する政令 （昭和三十四年政令第三百六号）別表第四備考第六号

に規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類

三 マッチ

四 可燃性のガス（次号及び第六号に掲げるものを除く ）。

五 圧縮ガス

六 液化ガス

七 毒物及び劇物取締法 （昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項 に規定する

毒物又は同条第二項 に規定する劇物（液体又は気体のものに限る ）。

２ 法第六条第二号 の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める数量（第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零

度で圧力が一気圧の状態における数量とする ）とする。。

一 火薬類 次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量

イ 火薬 十トン

ロ 爆薬 五トン
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ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 五十万個

ニ 銃用雷管 五百万個

ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 五万個

ヘ 導爆線又は導火線 五百キロメートル

ト 信号炎管若しくは信号火箭又は煙火 二トン

チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる火薬又は爆薬

の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数量

二 消防法第二条第七項 に規定する危険物 危険物の規制に関する政令 別表第三の

類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、そ

れぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量

三 危険物の規制に関する政令 別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類 三十ト

ン

四 危険物の規制に関する政令 別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類 二十立

方メートル

五 マッチ 三百マッチトン

六 可燃性のガス（次号及び第八号に掲げるものを除く ） 二万立方メートル。

七 圧縮ガス 二十万立方メートル

八 液化ガス 二千トン

（ 。）九 毒物及び劇物取締法第二条第一項 に規定する毒物 液体又は気体のものに限る

二十トン

（ 。）十 毒物及び劇物取締法第二条第二項 に規定する劇物 液体又は気体のものに限る

二百トン

３ 前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合におい

ては、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険

物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数

値が一である場合の数量とする。


